
 
 
 
 
 
 
 
 

デジタル複合機（１２台）保守及び 
消耗品等の供給業務委託契約（単価契約） 

仕様書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

国 土 交 通 省 

九 州 運 輸 局 



 １．目 的 
   デジタル複合機が正常な状態で稼働しうるよう保守を行い、必要な消耗品等（用紙は除く）を

供給させ、業務に支障のないような状態を保持させるものとする。 
 
 ２．適用範囲 
   本仕様書は、国土交通省九州運輸局が３．に配備されているデジタル複合機の保守・消耗品の

補充等受注者が行う全ての事項に適用する。 
 
 ３．保守対象機種及び予定使用枚数 
   別紙のとおり 
 
 ４．契約期間 
   令和８年４月１日～令和９年３月３１日 
 
 ５．保守作業 
（１）受注者は、発注者の使用に供し、適切な操作方法を指導するとともに、複合機が常時正常な

状態で稼動し得るように保守を行い、複合機に必要な消耗品（ドラムカートリッジ、トナー、

ドラムクリーナー等）を円滑に供給するものとする。  
（２）受注者は、緊急時を除き保守及び消耗品の供給について、発注者から連絡した翌日に対応で

きることが条件とし、故障時のメンテナンスについては、業務に支障があるため連絡後おおむ

ね１時間以内に設置場所に到着可能な範囲に営業所及びエンジニアを有する保守体制を設け

るものとする。また、保守体制図（任意様式）を提出するものとする。 
（３）受注者は、複合機導入後に改良部品等が出た場合は、無償で取付を行い、改良内容等を書面

にて報告するものとする。 
  
 ６．履行検査 
   受注者は毎月末履行完了後に、発注者の検査職員により履行検査を受けるものとする。 

 
 ７．請求書 

受注者は各月経過後、保守対象機種の１ヶ月分の料金をとりまとめたうえで請求する。 
なお、請求書については設置場所毎に作成し、下記に留意のうえ、集計を行うものとする。 

（１）料金計算の単位は月の初日から末日までとする。 
（２）受注者の技術員が複合機の保守にあたって、複合機の点検と調整のため使用したコピー及

び受注者の責に帰すべき原因での不良のコピーが生じたときは、当該コピー枚数を１ヶ月分

のコピー枚数から除くものとする。 
（３）受注者は各メーターのプリント枚数から前項の控除分を減じて算出されたプリント枚数に

定率を乗じた枚数を受注者の責に帰すべき原因による不良のプリントとみなし、その数を各

メーターのプリント枚数から減数する。（不良プリントの算出にあたっては小数点以下を切り

上げるものとする。） 

     ①モノクロモード    ：１％ 

     ②フ ル カ ラ ー モ ー ド ：１％ 

（４）料金の請求にあたり、１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 



（５）消費税及び地方消費税に相当する金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨

てるものとする。 
 
 ８．連絡指示事項 
   本仕様書の各項目に不明な点がある場合は、担当職員と打ち合わせを行い、その指示に従うも

のとする。 
 
 ９．その他 
  （１）本仕様書に記載のない事項であって、本保守契約の運用に必要と認められる事項が発生し

た場合は、担当職員と協議し、その指示に従うものとする。 
  （２）本仕様に基づく全ての作業において、発注者が提供した業務上の情報は第三者に開示又は

漏洩しないこと。また、そのために必要な措置を講じるものとする。 
（３）提供する消耗品については環境に出来るだけ配慮した製品とする。 
（４）契約日については、令和８年度予算成立をもって契約することとする。ただし、令和８年

４月１日以前に成立した場合は、令和８年４月１日を契約日とする。なお、予算案の変更、

成立の遅延等があった場合、事業を中止、又は契約内容を変更する場合がある。 

 



別紙

設置場所 住所 設置機種 印刷モード
月間使用予定枚数
（3年間1か月平均）

モノクロ 8,500

フルカラー 1,500

モノクロ 2,500

フルカラー 600

モノクロ 3,600

フルカラー 1,200

モノクロ 6,100

フルカラー 1,400

モノクロ 8,300

フルカラー 4,100

モノクロ 900

フルカラー 100

モノクロ 3,900

フルカラー 1,000

モノクロ 4,000

フルカラー 1,100

モノクロ 9,700

フルカラー 3,700

モノクロ 7,900

フルカラー 2,000

モノクロ 1,800

フルカラー 400

モノクロ 4,700

フルカラー 1,800

奄美市名瀬和光町１２－１奄美自動車検査登録事務所

鹿児島運輸支局谷山港庁舎 鹿児島市谷山港２－４－１
ApeosPort-VI C5571 RC PFS
機械番号：215650

ApeosPort-VI C4471 RC PFS
機械番号：215642

鹿児島市浜町２－５－１
鹿児島港湾合同庁舎

鹿児島運輸支局本庁舎

ApeosPort-VI C4471 RC PFS
機械番号：215705

佐賀市若楠２－７－８佐賀運輸支局本庁舎

下関海事事務所
下関市東大和町１－７－１
下関港湾合同庁舎

ApeosPort-VI C4471 RC PFS
機械番号：215465

ApeosPort-VI C3371 RC PFS
機械番号：811005

ApeosPort-VI C3371 RC PFS
機械番号：810960

対馬市厳原町久田６４５－８厳原自動車検査登録事務所

長崎運輸支局東長崎庁舎 長崎市中里町１３６８
ApeosPort-VI C5571 RC PFS
機械番号：215976

ApeosPort-VI C4471 RC PFS
機械番号：215411

宮崎市大字本郷北方字鵜戸尾２７３５－３宮崎運輸支局

宮崎運輸支局 宮崎市大字本郷北方字鵜戸尾２７３５－３
ApeosPort-VI C4471 RC PFS
機械番号：215359

※月間予定使用枚数は、毎月の最低使用枚数を保障するものではなく、各メーターのプリント枚数から仕様書７．（３）より算出した不良プリント数を減じた数量とする。

海上安全環境部
船員労働環境課

福岡市博多区博多駅東２丁目１１－１
福岡合同庁舎新館8Ｆ

ApeosPort-VI C5571 RC PFS
機械番号：215978

久留米自動車検査登録事務所 久留米市上津町２２０３－２９０
ApeosPort-VI C4471 RC PFS
機械番号：215652

ApeosPort-VI C3371 RC PFS
機械番号：209994

福岡市博多区博多駅東２丁目１１－１
福岡合同庁舎新館8Ｆ

海上安全環境部
海技試験官


